
- -1

（
厚
生
労
働
委
員
会
）

児
童
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
二
号

（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
都
市
化
の
進
行
及
び
家
族
形
態
の
変
容
等
児
童
を
取
り
巻
く
環
境
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
中
で
、
近
年
、

子
育
て
の
不
安
の
増
大
や
児
童
虐
待
に
関
す
る
相
談
件
数
の
急
増
、
認
可
外
保
育
施
設
に
お
け
る
乳
幼
児
の
死
亡
事
故
の
発
生

等
が
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
地
域
に
お
い
て
児
童
が
安
心
し
て
健
や
か
に
成
長
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
な
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
認
可
外
児
童
福
祉
施
設
に
対
す
る
監
督
の
強
化
、
保
育
士
資
格
の
法
定
化
、
児
童
委
員

の
職
務
の
明
確
化
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
認
可
外
児
童
福
祉
施
設
に
対
す
る
監
督
の
強
化
等

１

認
可
外
保
育
施
設
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
へ
の
事
業
開
始
の
届
出
制
を
創
設
す
る
ほ
か
、
事
業
者
に
よ
る
契
約
時

の
書
面
交
付
、
都
道
府
県
知
事
へ
の
運
営
状
況
の
報
告
等
を
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
報
告
等
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が

得
た
情
報
を
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
用
者
に
対
す
る
情
報
提
供
を
推
進
す
る
。

２

認
可
外
児
童
福
祉
施
設
に
つ
い
て
、
従
来
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
事
業
停
止
等
の
命
令
権
限
に

加
え
て
、
改
善
勧
告
及
び
こ
れ
に
従
わ
な
い
場
合
の
公
表
等
を
規
定
し
、
認
可
外
児
童
福
祉
施
設
に
対
す
る
監
督
を
強
化
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す
る
。

二
、
認
可
保
育
所
の
設
置
又
は
運
営
の
促
進

保
育
需
要
が
増
大
し
て
い
る
市
町
村
は

公
有
財
産
の
貸
付
け
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
積
極
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
り

、

、

社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
の
多
様
な
事
業
者
の
能
力
を
活
用
し
た
保
育
所
の
設
置
又
は
運
営
を
促
進
し
、
保
育
の
実
施
に
係
る

供
給
を
効
率
的
か
つ
計
画
的
に
増
大
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

三
、
保
育
士
資
格
の
法
定
化

保
育
士
と
は
、
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
、
保
育
士
の
名
称
を
用
い
て
、
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
も
っ
て
、
児
童

の
保
育
及
び
児
童
の
保
護
者
に
対
す
る
保
育
に
関
す
る
指
導
を
行
う
こ
と
を
業
と
す
る
者
を
い
う
も
の
と
し
、
保
育
士
で
な

い
者
が
保
育
士
を
称
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
守
秘
義
務
や
信
用
失
墜
行
為
の
禁
止
に
つ
い
て
規
定
を
設
け
、
保

育
士
の
資
質
の
向
上
を
図
る
。

四
、
児
童
委
員
の
職
務
の
明
確
化
等

児
童
委
員
の
職
務
を
明
確
化
し
、
ま
た
、
主
任
児
童
委
員
を
法
定
化
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
名
す
る
こ
と
と
す
る
と

と
も
に
、
児
童
委
員
の
研
修
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
責
務
を
定
め
、
児
童
委
員
の
資
質
の
向
上
を
図
る
。
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五
、
施
行
期
日

本
法
律
は
、
次
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

１

認
可
外
児
童
福
祉
施
設
に
対
す
る
監
督
の
強
化
等
に
関
す
る
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲

内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

２

認
可
保
育
所
の
設
置
又
は
運
営
の
促
進
に
関
す
る
規
定

公
布
の
日

３

保
育
士
資
格
の
法
定
化
に
関
す
る
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め

る
日

４

児
童
委
員
の
職
務
の
明
確
化
等
に
関
す
る
規
定

平
成
十
三
年
十
二
月
一
日


